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建物の解体・改修工事（リフォーム含む）に伴う石綿事前調査・対策に関する

説明会を開催します 

～埼玉県及びさいたま市と合同開催～ 

 

 

埼玉労働局（局長 片淵 仁文）、埼玉県及びさいたま市は、解体・改修工事

事業者、一般建築物等の石綿含有建材調査者、工事関係者を対象に、建物のリフ

ォーム・解体工事に伴う石綿の飛散・防止対策に関する説明会（※）を会場とオ

ンラインのハイブリッド方式で開催します。 

本説明会では埼玉労働局及び埼玉県からの法令に関する説明のほか、株式会

社デイラボの片貝氏が講演を行います。 

※  本説明会は、建物のリフォーム・解体工事に伴う建材への石綿含有の有無に

ついての事前調査や労働安全衛生法、大気汚染防止法等に沿った石綿ばく露

防止、飛散の防止等について、理解を深めていただくために行うものです。 

 

別添 リーフレット 

１ 日時・場所等 

日時：令和６年９月２日（月）14：00～16：15 

場所：埼玉労働局 14 階 雇用保険説明会場（さいたま市中央区新都心 11‐２） 

 
２ 説明会の内容 

 行政からの説明 
労働安全衛生法関係法令及び大気汚染防止関係法令に基づく必要な届出など 

 講演（株式会社デイラボ 片貝 凌 氏） 

  石綿事前調査のポイントと工事について 

 
３ 申込方法 

労働局説明会受付サイト（右記二次元コード）より申込みく

ださい。詳細は別添のリーフレットを御確認ください。 
 

埼玉労働局発表 

令和６年７月 30 日（火） 

【照会先】 

埼玉労働局労働基準部健康安全課 

課 長 川又 裕子 

産業安全専門官 三嶋 伸広 

（電話番号）048-600-6206（内線 235） 
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建物の解体・改修工事(リフォーム含む)に伴う
石綿事前調査・対策に関する説明会

申込方法
① 右の二次元バーコードから受付サイトへアクセス
② サイトから希望する日時・聴講方法（会場又はウェビナー）

を選択すると「申込画面ページ」が表示されるので、必要事
項を入力し、「この内容で申し込む」を選択

③ 「申込完了メール」が送信され、登録したメールアドレスに
招待状」が届きます

④ ウェビナーでの申し込みの場合、届いたURLにアクセスし、
必要事項を記入し登録すると、IDとパスコードが届きます

日
時

開催日の７日前までに下記の申込方法によりお申し込みください

受講
無料

会
場

プ
ロ
グ
ラ
ム

令和６年９月2日 月 14:00~16:15

埼玉労働局14階雇用保険説明会場
さいたま市中央区新都心11-2

＋ウェビナー
（Zoom）

講
師

石綿規則・大気汚染防止法令に基づく
必要な届出などについて

行政
説明

講演 石綿事前調査のポイントと工事について

株式会社デイラボ 東京事業部 営業部
インサイドセールス課 課長 片貝 凌 氏

（協力）日本カノマックス株式会社
( https://www.kanomax.co.jp/ )

埼玉県マスコット
「コバトン&さいたまっち」

埼玉労働局・埼玉県・
さいたま市共催

会
場

ウ
ェ
ビ
ナ
ー

＋ウェビナー
（Zoom）

( https://daylab.co.jp/lp/ )

https://www.kanomax.co.jp/
https://daylab.co.jp/lp/

